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地域子育て支援拠点事業の都道府県別実施状況
（乳幼児人口（０～４歳）1,000人当たりのか所数）

注１）各都道府県の乳幼児人口（０～４歳）については、平成１７年国勢調査による。
注２）地域子育て支援拠点か所数については、平成１９年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金交付決定ベース。
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※各都道府県の市町村数（特別区含む）に対するファミリー・サポート・センター箇所数をグラフ化したもの。

※各都道府県の市町村数に対する
ファミリーサポートセンター箇所数
（平成19年度交付決定ベース）

各種の子育て支援事業の都道府県別・取組状況③
（ファミリー・サポート・センター事業）
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各種子育て支援サービス・制度の利用状況

○ 各種子育て支援サービス・制度の利用状況を見ると、どれも利用したことがない家庭が半数近くを占める。
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保育ママ・ベビーシッターなど

企業内保育所

育児時間制度・
短時間勤務制度

認可外保育施設・認証保育所

私立の認可保育所

保育所・幼稚園等の一時預かり

公立の認可保育所

育児休業制度

地域の子育て支援センターなど

産前・産後休業制度

どれも利用しなかった

○利用したことがある制度・サービス（１歳以上の子どもをもつ初婚どうし夫婦） (%)

（資料）社会保障・人口問題研究所「第１３回出生動向基本調査」における子どもの出生年が2001年以降の夫婦に係る数値を基に作成。
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